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著作権の周辺
著作物を創作した者（著作者）に与えられる権利 

国によって取り扱いが異なる 

TPP交渉において知的財産権の取り扱いも課題 

著作隣接権もある 

音楽作品の実演家、レコード製作者、放送事業者 

書籍について出版社は著作隣接権を持つのか



著作権の保護
1886年　Berne条約　 

文学および美術著作物の保護に関する条約 

著作者の権利を重視（経済的利害よりも） 

改定を経て2014年には168ヵ国加盟 

世界貿易機関WTO加盟国は遵守する必要あり 

取り扱いは国より異なる 

無方式主義　著作権は著作物の創作時に発生に、手続きを必要としない 

内国民待遇　他国の著作物も国内の著作物と同等以上の権利保護を与える 

著作者の生存の間および死後50年以上 （多くの国では） 

条約は各国の最低限の義務を定めたもの



著作権の期間
公益法人 著作権情報センター

www.cric.or.jp/



著作権の切れる日
青空文庫に新規登場 

2016年1月1日で消失 

Public domainに 

谷崎潤一郎 

吉川英治 

江戸川乱歩 

高見順 

小川未明

www.aozora.gr.jp



Anne Frankの場合
Anne Frank(1929-1945)の父 Otta Frank(-1980, 
Anne Frank財団1957)が日記Het Achterhuisを出版
死後70年経過として公開

affordance.info Isabelle Attard
Nante大学研究者 Olivier Ertzscheid フランス国会議員 緑の党

affordance.typepad.com/ isabelleattard.fr/blog/



Anne Frank財団は、Ottoは日記を編
集するなど著作権を持ち、その著作権
はまだ失効しない

ヨーロッパの著作権法は著者の死後70年
経過すると書籍は公共物になる

http://www.theguardian.com/

対立



出版社と著作隣接権

出版に音楽のような著作隣接権を認めている国はない 

電子化の際に作品ごとに契約が必要 

作品と出版は別個（単行本と文庫は別出版社） 

出版社の判断で著作権侵害を訴えることができる 

出版社の倒産や再出版に際する障害の可能性 

作家を納得させることは簡単ではない

日本書籍出版協会の見解・意見書
www.jbpa.or.jp/documents/index.html#tizai



TPPの知的財産権交渉
TPP協定で対象となる知的財産は、商標、地理的表示、特許、意匠、著作権、開示されていない情報等
である。知的財産章は、これらの知的財産につき、WTO協定の一部である「知的所有権の貿易関連の側
面に関する協定」(TRIPS協定)を上回る水準の保護と、知的財産権の行使(民事上及び刑事上の権利行使
手続並びに国境措 置等)について規定し、もって、知的財産権の保護と利用の推進を図る

環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)の概要

著作物(映画を含む)、実演又はレコードの保護期間を以下の通りとする
著作者の生存期間及び著作者の死から少なくとも70年（50年から延長）
当該著作物、実演家やレコードの著作隣接権は少なくとも70年（50年から延長）

故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を非親告罪とする

著作権等の侵害について、法定損害賠償制度又は追加的損害賠償制度を設ける

⽇本では著作権侵害の多くは告訴がなければ被疑者を起訴することができない親告罪とされて
きた。海賊版販売、ファイル交換などによる⾳楽や画像の配信、新聞記事の全⽂アップロード
などは⾮親告罪となるはずだ。ただし、「故意による」場合や「商業的規模の複製等」である
ことが必要とされるようだ。

死後50年とする国が多数だったが、⽇本やカナダの譲歩で死後70年化へと向かうだろう。 
1960年前半の楽曲の保護期間は終了している可能性もあるが、⾳源の権利と曲の著作権とは別。

「将来の侵害予防の観点等から⼗分な賠償⾦額を裁判所が独⾃に認定できること」などの条件
を満たすことが必要だが、訴訟の増加もあり得る。

www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2015/10/151005_tpp_gaiyou.pdf



やってみ
よう！

著作権を自分で管理する
GPL(GNU General Public License) 

Open Source Software運動の先駆け 

Creative Commons(by Lawrence Lessig) 

著作者がライセンス型を自由に選択 

文化庁の「自由利用マーク」



GNU (gnuː)
Free Software Foundation(1983 Richard Stallman )
Gnu宣言

ユーザーを自由にする。使っているソフトウェアのソースコードを使って研究できる自由、ソフト
ウェアを他の人々と共有できる自由、ソフトウェアを修正できる自由、修正版を配布できる自由。

GNU General Public License（GNU 一般公衆利用許諾書）

 1 プログラムの実行 
 2 プログラムの動作を調べて、それを改変すること（ソースコードへのアクセスが前提） 
 3 複製物の再頒布 
 4 プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利（ソースコードへのアクセスが前提）

改変した二次的著作物も上記4点の権利を保護する仕組み
Copy Left

BSDライセンスなど他のフリーソフトウェアライセンスが、改変した二次的著作物を
独占的なものとして再頒布することを許している点が大きく異なる

ソフトウエアの無料頒布の仕組みを提供しただけでなく「ソフトウエアの自由」を思想化したことに意味

著作物が世界全体に貢献し、自由であり続けるという確証を与える

代表例
GNU/Linux

http://www.gnu.org



Creative Commons
http://creativecommons.jp

知的財産権や著作権の硬直的適用が情報共有を妨げてしまう
By Lawrence Lessig

CCライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を
守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツール

元の作品と同じ組み合わせの
CCライセンスで公開すること

元の作品を改変しないこと営利目的での利用をしないこと作品のクレジットを表示すること

4つの条件

原作者のクレジットを表示することを主な条件とし、
改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可され
る最も自由度の高いCCライセンス

原作者のクレジットを表示し、改変した場合には元
の作品と同じCCライセンス（このライセンス）で
公開することを主な条件に、営利目的での二次利用
も許可されるCCライセンス

原作者のクレジットを表示し、かつ元の作品を
改変しないことを主な条件に、営利目的での利
用（転載、コピー、共有）が行えるCCライセン
ス

原作者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であるこ
とを主な条件に、改変したり再配布したりすることがで
きるCCライセンス

原作者のクレジットを表示し、かつ非営利目的に限り、ま
た改変を行った際には元の作品と同じ組み合わせのCCライ
センスで公開することを主な条件に、改変したり再配布し
たりすることができるCCライセンス

原作者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であり、そ
して元の作品を改変しないことを主な条件に、作品を自由
に再配布できるCCライセンス

6パターンのどれかを選ぶ 簡単にWebにリンクを埋め込める



自由利用マーク
http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/

「プリントアウト・コピー・無料配布」OKマーク
「プリントアウト」「コピー」「無料配布」のみを認めるマーク 
 （変更，改変，加⼯，切除，部分利⽤，要約，翻訳，変形，脚⾊，翻案などは含まれません。 
そのまま「プリントアウト」「コピー」「無料配布」をする場合に限られます）

「障害者のための非営利目的利用」OKマーク
障害者が使うことを⽬的とする場合に限り，コピー，送信，配布など，あらゆる⾮営利⽬的利⽤を認めるマーク 
 （変更，改変，加⼯，切除，部分利⽤，要約，翻訳，変形，脚⾊，翻案なども含まれます）

「学校教育のための非営利目的利用」OKマーク
学校の様々な活動で使うことを⽬的とする場合に限り，コピー，送信，配布など，あらゆる⾮営利⽬的利⽤を認めるマーク 
 （変更，改変，加⼯，切除，部分利⽤，要約，翻訳，変形，脚⾊，翻案なども含まれます）

基本マーク

組み合わせた基本マークをダウンロード


